
 

 

柏市 保健福祉部福祉政策課 

 

柏市における在宅医療の推進 
～市行政の果たす役割～ 
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平成26年度 都道府県医療介護連携調整実証事業 

第2回都道府県在宅医療・介護連携担当者 
・アドバイザー合同会議（H26.10.09) 

 
資料2-2 

 



柏市のプロフィール 

■面積 ： １１４．９０平方キロメートル 

■人口 ： ４０１，１５０人 

 （平成２６年７月末現在・住民基本台
帳人口） 
■高齢化率 ： ２３．１％ 
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柏市の紹介 

北部 

中央 

南部 

豊四季台地域 

柏の葉 

周辺地域 

手賀沼周辺地区（南部ゾーン） 

柏駅周辺の様子（中央ゾーン） 

柏レイソル（中央ゾーン） 

柏の葉周辺地域の開発（北部ゾーン） 

あけぼの山農業公園（北部ゾーン） 
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柏市が直面する高齢化の状況 
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年齢別人口構成は平成24年度千葉県年齢別・町丁字別人口（平成24年4月1日現在） 
※登録人口（住民基本台帳人口＋外国人登録者数） 

  現在の年齢別人口構成  ７５歳以上人口推移 

 
・2010年：３万人 
 
 
・2030年：７万人（2.17倍） 

※全国の伸び（1.61倍） 
   千葉県の伸び（2.02倍） 
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いつまでも在宅で安心して生活できるまち 
～在宅医療の普及～ 

いつまでも元気で活躍できるまち 
～高齢者の生きがい就労の創成～ 

研究会が目指すまちの姿 
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在宅医療の推進主体について 

 ＜在宅医療の推進は，行政としてはどこが担うべきか？＞ 

【在宅医療の推進にあたり必要な視点】 

 （都道府県ではなく）市町村が主体性を持ち，地域の
医師会等と連携して取り組むことが必要。 

住み慣れた地域（日常生活圏域）におけるサービスの整備 

訪問看護，ケアマネ，地域包括支援センターなどの各種介護 

保険サービスとの連携調整 



7 

○平成２２年度から保健福祉部（介護保険部局）に専属の部署 （福祉政策室）
を設置 

在宅医療推進の体制：市町村と医師会の連携 

H22：４人， H24：８人， H26：１3人                       

○第５期（平成２４年度～平成２６年度）の介護保険事業計画において，在宅医
療の推進（介護保険事業と一体的に推進）を明記。（以下抜粋） 
 
 
 
 
 
 
                                  

 在宅医療の充実および医療と介護の連携強化が急務と考え，具体策として，
千葉県地域医療再生計画に基づき，以下の施策に取組む。  

  ① 在宅医療に携わる医師の負担を軽減するシステムの構築 

  ② 在宅医療の研修（多職種研修を含む）の実施 

  ③ 市民への相談・啓発 

○医師会とタッグを組み，多職種にも輪を広げる！ 

認識の共有→勉強会→医療WG→連携WG→ ・・・ 

（参考） 

H２６年 地域医療連携センターの職員：９人（うち常勤６人） 

事務：２人 歯科衛生士：１人   保健師：３人 

看護師：１人 社会福祉士：１人  臨床心理士：１人  



在宅医療の課題と解決方針 

一部の医師による「点」
で支えるのではなく，市
全体をカバーする「面」
への広がり 

医療職・介護職等，多職
種連携による安心で質の
高いチームケア 

２４時間対応の負担感や，
専門領域外への不安等から
在宅医師が増えない 

理想 

医療職・介護職，それぞ
れがサービスを提供して

いる                 
例）介護職は医師に相談し
づらい           
病院の入退院時の引継ぎが
ない          
リハビリの必要性が浸透し
ていない 

課題 

利用者（市民）が在宅医
療の意義を理解している 

状態が悪くなると“入院
しなくてはならない”と
いう既成概念が強い 

柏市と柏市医師会がタイアップし， 

多職種を巻き込んだ関係づくり，市民への啓発を行おう！ 

患者・家族の悩み 

「家に来てくれる医師は
どこいるの？」 

「高齢者が増えるけど先
生は増えるの？」 

「色々なサービスが入っ
てくれて助かるけど，体
のことなどそれぞれから
聞かれるので大変」 

「入院していた病院の情
報を，訪問の先生は引き
継いでくれてるかしら？
」 

「ずっと家でなんて無理。
最後は病院でしょ」 

8 8 
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在宅医療を推進するための取り組み 

１ 在宅医療に対する負担を軽減するバックアップシステムの構築 
  ① かかりつけ医のグループ形成によるバックアップ（主治医・副主治医制） 

  ② 急性増悪時等における病院のバックアップ体制の確保 
 

２ 在宅医療を行う医師等の増加及び多職種連携の推進 
  ① 在宅医療多職種連携研修の実施 

     →在宅医療を行う医師を増やし，多職種連携を推進 

  ② 訪問看護の充実強化 

  ③ 医療職と介護職との連携強化 
 

３ 情報共有システムの構築 
 

４ 市民への啓発，相談・支援 
 

５ 上記を実現する中核拠点（柏地域医療連携センター）の設置 



10 

１ 在宅医療に対する負担を軽減するバックアップシステムの構築 

○ 共同で地域全体を支える体制の構築 

→ １つの診療所が数多くの患者を支えるだけでなく，多くの診療所が少しずつ支える事で多くの患者を 

 支えるシステムを構築（「点」から「面」に） 

○ 主治医・副主治医の仕組みの構築 

→ 主治医（患者を主に訪問診療する医師）と副主治医（主治医が訪問診療できない時の訪問診療を 

 補完する医師）とが相互に協力して患者に訪問診療を提供 

：副主治医機能集中診療所 ：コーディネート等拠点事務局：主治医（可能な場合は副主治医）

南地域

相互に主・副副主治医機能依頼

副主治医機能依頼

相互に主・副

相互に主・副

南地域

相互に主・副副主治医機能依頼

副主治医機能依頼

相互に主・副

相互に主・副

豊四季
相互に主・副

副主治医機能依頼

副主治医機能依頼

相互に主・副

豊四季
相互に主・副

副主治医機能依頼

副主治医機能依頼

相互に主・副

北地域

相互に主・副

相互に主・副

副主治医機能依頼
副主治医機能依頼

相互に主・副

北地域

相互に主・副

相互に主・副

副主治医機能依頼
副主治医機能依頼

相互に主・副

地域医療拠点

：副主治医機能集中診療所 ：コーディネート等拠点事務局：主治医（可能な場合は副主治医）

南地域

相互に主・副副主治医機能依頼

副主治医機能依頼

相互に主・副

相互に主・副

南地域

相互に主・副副主治医機能依頼

副主治医機能依頼

相互に主・副

相互に主・副

豊四季
相互に主・副

副主治医機能依頼

副主治医機能依頼

相互に主・副

豊四季
相互に主・副

副主治医機能依頼

副主治医機能依頼

相互に主・副

北地域

相互に主・副

相互に主・副

副主治医機能依頼
副主治医機能依頼

相互に主・副

北地域

相互に主・副

相互に主・副

副主治医機能依頼
副主治医機能依頼

相互に主・副

地域医療拠点地域医療拠点

①かかりつけ医のグループ形成によるバックアップ（主治医・副主治医制） 
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第５回（H26年2/23及び3/16) 
受講者（６３名） 
 医師・歯科医師・薬剤師・病院関係者・ 
 訪問看護師・介護支援専門員・理学療法士・ 
 作業療法士・地域包括支援センター職員・ 
 管理栄養士・サービス事業所職員等 
実施者 
 主催：柏市医師会・柏市 
 共催：柏歯科医師会・柏市薬剤師会・ 
    柏市訪問看護連絡会・ 
    柏市介護支援専門員協議会・ 
            東葛北部在宅栄養士会・ 
    柏市リハビリテーション連絡会 
      柏市介護サービス事業者協議会 
 協力：東京大学高齢社会総合研究機構 
    東京大学医学部在宅医療学拠点 
 後援：国立長寿医療研究センター 
傍聴者（６６名） 

   医師及び多職種を対象に在宅医療の 
   推進及び多職種連携の促進を目的とし 
   た研修を実施（年１回程度） 

2014年2月23日（日） 
13:00～18:00 

医師・多職種 
 

在宅医療の果たす
べき役割（総論） 

特区の趣旨と概要 
・訪問リハビリ 

・歯科居宅療養管理指導 

多職種ＷＳ① 
在宅療養における看

取り事例 

多職種連携協働IPW 

在宅医療を支える多
職種の役割（プレゼ
ンテーション） 

11 修了式 

2014年3月16日（日） 
9:00～17:00 
医師・多職種 

柏市の医療介護連携
モデル 

目標設定 

多職種WS② 
緩和ケア 

多職種WS③ 
認知症 

修了者が語る 

訪問診療の実際 

報酬・制度 

多職種WS④ 
在宅医療を推進する 

 上での課題と解決策 

平成２３年５月から５回実施
これまでに約２７０名受講 医師は別途同行訪問研修を実施 

２ 在宅医療を行う医師等の増加と多職種の連携 

在宅医療多職種連携研修会 

主な内容（第５回） 
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医療ＷＧ（H22.5～H24.3 ２０回） 

 医師会を中心に構成し，主治医・副主治
医制度や病院との関係を議論 
 現在は，医師会「在宅プライマリケア委
員会」で毎月議論  

連携ＷＧ（H22.7～H26．3 ２８回） 

 医師会，歯科医師会，薬剤師会，病院関
係者，看護師，ケアマネジャー，地域包括支
援センター等の代表者等で構成し，多職連
携のルールを議論し，決定 

１０病院会議（H24.2～ １０回（継続中）） 

 救急告示医療機関とがんセンターの院長，
ＭＳＷで構成し，在宅医療のバックアップや
退院調整について議論 

試行ＷＧ（H23.11～H26.1 １０回） 

 多職種で構成し，多職種連携ルールに
ついて，具体的症例に基づく試行と検証
を実施 ※評価チームを設置 

顔の見える関係会議（H24.6～８回（継続中）） ⇒ 延べ１，３００名が参加 

  柏市の医療・介護関係者が一堂に会し，顔の見える関係を構築  
 
 
 
 
 
 

③医療職と介護職の連携強化  

２ 在宅医療を行う医師等の増加と多職種の連携 
連携課題を議論し，顔の見える関係をつくる
５つの会議 

※ いずれの会も事務局は市。 



多職種による個別ケー
ス検討 

・多職種連携ルールの作成 

・行政施策への反映 

・多職種連携ルールの確認 

・多職種の関係づくり     

地域ケア会議 顔の見える関係会議 

在宅医療・介護 

多職種連携協議会 

ルールの浸透 

ルールの浸透 

課題の抽出 

課題の抽出 

課題解決・
共有 

柏市の在宅医療・介護多職種連携の会議体制 

※旧連携ＷＧ 

13 
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＜目的＞医療・看護・介護の関係団体の代表が集まり，多職種連携の課題抽出や
解決に向けた議論を行う。 

在宅医療・介護多職種連携協議会（旧連携WG） 

※構成メンバー 

・柏市医師会(会長【座長】・副会長・在宅プライマリケア担当理事，介護保険担当理事） 

・柏歯科医師会（会長・担当理事） 

・柏市薬剤師会（会長・担当理事） 

・病院関係者（２病院の院長とＭＳＷ） 

・柏市訪問看護連絡会（会長・副会長） 

・柏市介護支援専門員協議会（会長・副会長） 

・地域包括支援センター（センター長） 

・東葛北部在宅栄養士会（会長・副会長） 

・柏市在宅リハビリテーション連絡会（会長・副会長） 

・介護サービス事業者協議会 

・ふるさと協議会 

・千葉大学 

・東京大学 

・都市再生機構 

・柏市福祉政策課（事務局） 

14 

平成２２年度より計２８回の議論を経て， 

「在宅医療・介護多職種連携 柏モデル ガイドブック」
を策定！ 

14 



＜参加者構成＞    

 医師（病院・診療所），歯科医師，歯科衛生士，薬剤師，看護師（訪問看護，病院・診

療所），病院地域連携室職員，ケアマネジャー，地域包括支援センター職員，管理栄養士

（在宅・病院），理学療法士・作業療法士・言語聴覚士，介護サービス事業者，介護老人

保健施設・介護老人福祉施設職員ふるさと協議会・民生委員児童委員等市民，市役所職員 

等 

＜目的＞ 多職種が一堂に会し、ワークショップ等を通じて、顔の見える関係づ 
 くりを推進し、連携体制を構築する。概ね年４回の会議を実施する。 

 顔の見える関係会議 

全体会議 

○年２～３回 

○テーマの例 

・多職種連携のコツを学ぶ 

・多職種の役割を知る 

・事例を通じた連携の具体 

 

エリア別会議 

○年１～２回 

○市内を北・中央・南に 

 分けて開催 

○テーマの例 

・地域資源把握 

・事例を通じた連携の具体 
 地域包括支援センターと医師会等 

エリアの多職種が運営を行う。 

※ファシリテーター会議にて事前に会議の進め方を調整する 

15 



テーマ 日時 ・ 参加者数 

第1回 多職種連携「うまくいった点，いかなかった点」 平成24年6月21日（木）   １４４名 

第2回 多職種連携推進のために，各職種が在宅生活支援に
おいて何ができるか（お互いを知ろう） 

平成24年9月26日（水）  １５８名 

第3回 多職種連携推進のために「地域資源を把握しよう」 平成24年11月28日（水） １７４名 

第４回 多職種連携の課題の解決策について「連携の柏ルー
ルを提案しよう」 

平成25年2月6日（水）     １５７名 

第５回 多職種連携の実際を学ぼう『退院時共同指導』 平成25年7月4日（木）   １８６名 

第６回 看取りについて学ぶ 平成25年9月26日（木）  １６６名 

第７回 認知症の方を支えるサービスについて 平成25年12月5日（木）  １６２名 

第８回 認知症高齢者に対する生活支援を考える 平成26年2月5日（水）     １７８名 

16 

延べ参加者：１，３２５名     顔の見える関係会議の開催状況 

・とても良い会議だと思いました。これからも続けていただきたい。病院関係者と在宅スタッフの顔の見

える関係は必要だと思います（ケアマネ） 

・柏市の医療機関の皆様のお話を直接伺うことができて大変感じ入るものがありました。ありがとうござ

いました（民生委員） 

・多職種からのアプローチの違いに関して良く認識でき，色々な人が意見を出し合うことが大切だと思い

ました（薬剤師） 

・様々な職種の視点がよく把握できた。また，皆様が利用者（患者）を思う気持ちは一緒ということも痛

感しました（理学療法士） 

・在宅支援のために，外来看護師に何ができるのか，何を期待するのか，色々な立場から教えていただき

たいと思います（病院看護師） 

参加者の感想 

16 
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紹介元病院 緊急受入病院 併診病院 併診診療所 

薬局 

リハビリ 
訪問看護 

居宅介護支援 

訪問介護 デイ 訪問入浴介護 ショートステイ 他 

患者 同居 

家族 

別居家族 

検査機関 

データセンター 

（クラウド） 

後方支援ベッド確保中の 

終末期患者の直近の状況を確認 

システム上のカレンダーを 

参照して介護サービスの 

利用状況を把握 

他院の処方状況を 

確認し重処方を予防 

入浴時に褥そうの 

状態を観察し共有 

バイタルサインに 

変化があった際に 

医師宛にアラートを発信 

フェースシート*等を 

オンラインで共有 

シームレスなサービス
提供 

* フェースシートは，千葉県地域生活連携シート等に準拠 

副主治医 

（在宅療養支援診療
所） 

主治医 
多忙な医師に，要介護者の 

生活の変化をメールで報告 

医療サービス 

介護サービス 

日常の状況を 

医師に共有 

タブレット端末，パソコン等により，関係職種同士がリアルタイムに情報共有 

地域包括支援
センター 

３ 情報共有システムの構築 
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職種別ID・PW発行状況 

全保有者数：５４３人 
19 
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４ 様々な市民啓発の取り組み 

広報かしわ 

（３月１日号１面・２面） 

地域での勉強会 

（医師・看護師の講演） 

在宅医療情報誌 

「わがや」 
(個別配布） 

 

様々な場面で市民の皆様に知っていただく取り組み 
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○ 柏市医師会・柏歯科医師会・柏市薬剤師会の共同で，柏市豊四季台団

地の中心部に建設（２階建て：約１，０００㎡） 

○ 柏市福祉政策課（在宅医療担当）が引越し 

○ 地域医療の推進と多職種連携の拠点 

 

○ 患者が病院から在宅に戻る際の調整支援機能 

   主治医・副主治医，多職種の推薦 

○ 医師・多職種による在宅医療・看護・介護のコーディネート機能 

○ 在宅医療に係る主治医及び副主治医の研修機能 

○ 市民相談・啓発機能 

柏地域医療連携センターの概要 

柏地域医療連携センターの機能 

平成２６年４月から稼働 

５ 柏地域医療連携センターの本格稼動 



柏プロジェクトにおける在宅医療・在宅ケアシステムのイメージ図 
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22 
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これまでの取組みの成果 
○ 在宅医療研修 修了者数 

 ・２４７人（うち，医師４４人） 

 

○ 在宅療養支援診療所数 

 ・１５箇所（H２２年１１月）→２８箇所（H２６年３月）  

 

○ 訪問看護ステーション数 

 ・１２箇所（H２５年２月）→１８箇所（H２６年４月） 

 

〇柏市の在宅診療所による年間自宅看取り数 

 ・５３件（H２２年度）→１１０件（H２４年度） 

 

〇年間３人以上自宅で看取った在宅診療所数 

 ・５箇所（H２２年度）→１２箇所（H２４年度） 

 

〇多職種連携ICTシステムID発行数（H２６年８月末） 

 ・５４３名（多職種）  

 ・１７６事業所 
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在宅医療の推進【まとめ】 

＜成果＞ 
○ 市町村（介護保険者）と医師会が連携し呼びかけを行うことにより，    
 全ての多職種団体を網羅し，連携の枠組みが構築された。 
 
○ こうした枠組みの中で多職種の関係づくりや連携のためのルール   
 づくりを行うことにより，在宅医療の面的な（全市への）広がりが期   
 待される。 
 

＜今後の展開＞ 
○ 在宅医療・多職種連の全市への拡大（病院や施設との連携も） 
 
○ 平成２６年４月にオープンした柏地域医療連携センターを拠点と 
 した市民相談・啓発の本格化 
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【お願い】 各都道府県のご担当者様へ 

○ 柏市における長寿社会のまちづくり（在宅医療・生きがい就労） 
 については，現在，全国の市町村や医師会から月間３０件程度 
 の視察依頼をいただいています。 
 
○ 特定の都道府県内の市町村から同時期に多数ご依頼をいただく 
 こともあり，調整にかかる事務も含めて大きな負担となっています。 
 
○ このような状況に鑑み，可能であれば，各都道府県において 
 市町村担当者等をまとめて集めた勉強会等を開催していただき， 
 当市の職員等が出向いて事例報告・意見交換をさせていただく 
 ような方法をご検討いただけますと幸いです。 
 

○ お手数おかけいたしますが，どうかご協力の程お願いいたします。 
 

 

 （連絡先）柏市福祉政策課 在宅医療支援担当 ０４－７１９７－１５１０ 


